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はじめに～多文化共生分野から社会福祉分野へのラブレター～

公益財団法人 PHD 協会　 
常務理事　坂西　卓郎

本書は、2021 年より開始した「兵庫発！多文化共生のための市民社会とビジネスセクター連携構築プロ
グラム」（通称：“タブコラ” ＝多文化コラボ）および後継事業の総括として、これまでの 5 年間にわたる
連携の歩みを共有するとともに、兵庫県内における分野横断的な支援体制の構築を促進することを目的と
して作成しました。

「社協さんとつながりたい」。三田市国際交流協会の寿賀副会長のこの一言からタブコラ・プロジェクト
が始まりました。三田市社会福祉協議会と三田市国際交流協会による連携構築の歩み

※
です。その最初の

一歩として「社会福祉における外国人支援～分野を横断した支援体制づくりのために～」を 2022 年 3 月 1
日に開催しました。その場で語られた言葉が、次の一言です。

「自分たち（国際交流協会）だけで支援して、誰も助けてくれないと思っていたが、社協の方たちも色々
と考えてくれていることを知ることができた」。

私は多文化共生分野で活動してきた者として、この言葉に深く共感します。「外国人のことを考えてい
るのは自分たちだけで、誰も関心がないんじゃないか」という孤独感の中で活動してきました。そこに現
れたのが社協の皆さんです。マイノリティだと思い込んでいた自分たちと同じ価値観、ハートを持ち、さ
らに自分たちにはない専門性や知識、組織力を備えた人たちが、どの市町にもいる。さながら突如助けに
来てくれたスーパーマンのようでした。ぜひつながりたい、一緒に活動したい――その想いがこのプロジェ
クトにつながっています。つまり本プロジェクトは、多文化共生分野から社会福祉分野へのラブレターの
ような取り組みでもありました。

そして三田市での成功事例を県内全域に拡げたいという想いから、2025 年 6 月から 2026 年 2 月にかけて、
兵庫県社会福祉協議会、神戸市社会福祉協議会、神戸市西区社会福祉協議会、川西市社会福祉協議会、三
田市社会福祉協議会とともに、「社会福祉×多文化共生 勉強会」（全 5 回）を開催しました。そして、そ
の成果を踏まえ、2026 年 3 月 17 日に福祉×多文化共生フォーラム「多文化共生社会における福祉の役割
～支援から参加、活躍へ～」を開催しました。本フォーラムは、兵庫県社会福祉協議会の共催を得て実施
することができました。本書は、そのフォーラムの記録が中心となっています。

フォーラムの趣旨は、以下の２点です。

１. 三田市で実現した社会福祉分野と多文化共生分野の連携を県内全域に広げること

２. 社会福祉分野と多文化共生分野の実践者が出会い、仲間づくりにつながる場とすること

また、タブコラの一連の取り組みの成果を提言としてまとめ、P57 に掲載しています。この提言は県内
の関係機関にも配布しました。これらの取り組みを通じて、社会福祉分野と多文化共生分野の対話と連携
が県内全域で一層進んでいくことを願っています。

※三田市における連携構築の取り組みについては、ブックレット「兵庫県さんだ発！ 

　　社会福祉×多文化共生 ひろがる支え合いの輪」（発行：PHD 協会・2023 年）をご参照ください。☞　
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勉強会およびフォーラムの実施概要

社会福祉×多文化共生 勉強会

＜第 1 回＞
日時：2025 年６月 30 日　10 時 00 分～ 12 時 00 分
場所：兵庫県福祉センター（神戸市中央区） 
内容：講義「社会福祉分野と多文化共生分野の連携 誰も取り残さない社会に向けて 
　　　～多文化ソーシャルワークの必要性～」　武庫川女子大学 吉富 志津代 氏

＜第 2 回＞
日時：2025 年８月 1 日　14 時 00 分～ 16 時 00 分 
場所：たかとりコミュニティセンター（神戸市長田区） 
内容：川西市社会福祉協議会、神戸市西区社会福祉協議会、三田市社会福祉協議会による事例報告

＜第３回＞
日時：2025 年 10 月 6 日　14 時 30 分～ 16 時 30 分 
場所：兵庫県福祉センター（神戸市中央区） 
内容：泉佐野市社会福祉協議会による事例報告

＜第 4 回＞
日時：2025 年 12 月 4 日　14 時 00 分～ 18 時 00 分 
場所：IKUNO・多文化ふらっと（大阪市生野区） 
内容：先進地視察、意見交換

＜第 5 回＞
日時：2026 年 2 月 3 日　14 時 00 分～ 16 時 00 分 
場所：兵庫県福祉センター（神戸市中央区） 
内容：勉強会の振り返り

福祉×多文化共生フォーラム「多文化共生社会における福祉の役割 ～支援から参加、活躍へ～」
日時：2026 年３月 17 日　14 時 00 分～ 16 時 30 分 
場所：神戸市中央区文化センター　※会場とオンラインのハイブリッド開催 
内容：基調講演「社会福祉分野と多文化共生分野の連携」　武庫川女子大学　吉富 志津代 氏
　　　事例報告（三田市社会福祉協議会、川西市社会福祉協議会）
　　　論点整理、グループディスカッション、総評
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１. 福祉×多文化共生フォーラム「多文化共生社会における福祉の役割～支援から参加、活躍へ～」記録

１－１　基調講演「社会福祉分野と多文化共生分野の連携」

吉富　志津代さん　 
武庫川女子大学心理・社会福祉学部教授、国際センター長

「社会福祉分野と多文化共生分野の連携」ということで、基礎的なお話をさせていただいて、今日の事
例発表にはない、全国の取り組みを少しだけ紹介したいと思います。その後のグループディスカッション
で、いろいろと話題になればと思います。

私自身は、南米のことをずっとやっていまして、領事館で勤めた後、阪神・淡路大震災の時は FM わぃわぃ
や多言語センター FACIL などの団体設立に関わり、代表職を経て、大学職に就いたのは 2011 年からです。
国際分野の大学から、今は社会福祉分野の教員になっております。

阪神・淡路大震災は、大きなきっかけになりました。私も含め、多くの人が「被災者」という状態になり、
自分たちの町は自分たちで守る、自分たちで何とかしなくてはいけないという、住民自治の意識に気づか
されたと思います。その時に助け合うメンバー、共助メンバーは誰かと見た時に、国籍や人種、年齢、ジェ
ンダーなどに関わらず、そこに住んでいる人だということでした。そうすると、多様な人たちがいっぱい
住んでいる。そしてその中で少数者・マイノリティーといわれている人たちの視点が、とても大切だとい
うこと、それも含めて気づかされて、それが多文化共生という言葉の広がりになりました。

ですので、多文化共生というのは決して外国人のことではなく、多様な住民のことで、その人たちが、
どうやってこの社会で暮らしていくのかということだと思います。しかし、その中で一番外に追いやられ
がちなのが「外国人」です。今、全国で 400 万人以上、兵庫県には約 12 万人いらっしゃいますが、この
人たちは在留カードを持っていて、住民基本台帳にちゃんと記載されている人たちです。29 種類の在留資
格があり、中には日本国籍を取っていく人たちが、年間 10,000 人から 15,000 人ぐらいいます。国籍にも
表れないような、本当に多様になった住民が、生活者として暮らしているということです。

しかし、国籍が日本の方やビザがまだない人も含めて、みんなここに住んでいる人たちなのですが、そ
の人たちが「言葉の壁」「制度の壁」「心の壁」という三つの壁を感じさせられているという現状があります。

多文化共生という言葉が、どんどん広がっていくわけですが、この多文化共生を定義している言葉、こ
こに書いていますが、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築
こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」。とてもふわっとした、概念的なことで
すが、総務省も「多文化共生社会推進プログラム」という提言を出し、全国で促進しなさいということを
2006 年からしていますし、2019 年にはこの内容が更新されました。しかし、このように書いた紙にして
おくのではなく、具体的に何をするかが私たちに問われています。

そして、日本国憲法においても「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と
あります。この「国民」というのは国民ではなく、「住民」と捉えられるわけです。納税義務は居住地主
義ですし、日本は内外人平等原則において、いろいろな国際規約・条約に批准していますので、国籍は関
係なく、住んでいる人たち全てにこういう権利があるということです。

そしてソーシャルワークの理念。社会福祉分野の方たちは、こういうものをしっかりと学んできている
人たちですが、全ての差別偏見の排除として、ここには国籍や人種、民族、言葉、年齢、性別など、そう
いうもの全てと関わりなく、誰も排除してはいけない、とあります。とても大切なことですね。この大切
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なことを今こそ声を大きくして言いたいと思います。

少し話は飛びますが、ナチスドイツのヒトラーがアウシュビッツのガス室でたくさんのユダヤの人たち
を虐殺したという歴史があります。このヒトラーが最初に言ったのは「ドイツを復活させる」です。それ
が大きな大きな、究極のこのような排除の歴史を生んでいったわけです。私は 2 回ほどアウシュビッツに
行きましたが、私たちはこういう歴史から学ぶことがたくさんあるはずです。しかし、今トランプは「ア
メリカファースト」、この国でも「国民を守る」などと言い出しました。その言葉を間違った解釈で、何
かを排除するということになってはだめなわけです。こういうことを、社会福祉分野に多文化共生をきち
んと入れ込む中で考えていかなければならないと思います。

全国の取り組みを少し紹介したいと思います。鹿児島県社会福祉協議会は、赤い羽根共同募金の割と大
きな額の助成金を得られまして、事業として県内の三つの市と連携して、いろいろな活動を始め、地域に
おけるインフォーマルな地域資源の発掘と包括的な支援体制の構築という活動をされました。これは鹿児
島県社協のスライドからピックアップさせていただきました。鹿児島県社協では、こういうことを公開さ
れているので、関心のある方は探せると思います。助成期間が 2 年間ありましたが、その間、県社協が中
心となって市に出向いて行き、いろいろな活動をされました。地域のつながりや交流機会には外国ルーツ
の人たちも含めて、その人たちが支援対象ではなく地域社会の担い手へということを意識するという、支
援体制の構築をしてこられました。助成期間終了後はどうなりましたかとお聞きしたら、各市社協は活動
を継続されているということです。そして県社協としては、鹿児島県の国際担当の方と、「いろいろな今
後の連携の協議を今、進めているところです」とおっしゃっていました。

もう一つ、「としまる」という取り組みがあります。これは東京都豊島区の取り組みです。豊島区社協と、
国際 NGO のシャンティ国際ボランティア会（SVA）―ここは阪神・淡路大震災の時も神戸に来られて活
動してくださった団体ですが―そこに法律事務所や地域のいろいろな支援団体も含めて連携した体制を作
りました。これは国際 NGO が休眠預金の助成金を得るかたちで、フードパントリーの相談会やケース会議、
多文化フェスティバル、外国人相談窓口などを社協も一緒になって連携してずっと活動を続けてこられま
した。こちらも今年の 2 月で助成金は終わるそうですが、助成金がなくなったとしても、これは続けてい
きたいとおっしゃっています。もちろん、予算があるのとないのでだいぶ違うのですが、いろいろな支援
アクセスを向上させたり、外国人コーディネーターを育成する、それから、連携と支援基盤の強化を目指
して、活動を継続されるとおっしゃっています。

そしてこちらは、兵庫県丹波市の取り組みで、これは PHD 協会が、同じくタブコラの中でしてらっしゃ
る「外国人が安心して医療にアクセスできる多機関ネットワーク構築」という活動です。こちらも丹波市
の人権の部署と、社会福祉協議会と PHD の関係者、市民団体などが連携したかたちです。丹波市の住民
アンケートの結果で、外国出身の住民は医療や福祉のことについての状況が一番不安だということを踏ま
えて、医療サービスを安心して受けられるということを目指して、現在その体制構築をするというところ
になっています。オンラインの医療通訳サービスなどが、実施に向かって動いているところです。丹波市
においては、医療のことだけではなく、外国人のための生活相談会や食料配布などを外国人の多言語の相
談窓口活動と組み合わせてしています。

以上、簡単ではありますが、今日の事例報告とは別のものも、こういうかたちで進んでいますというご
紹介をしました。

この多職種連携の意義ということ、お互いの専門性を生かして、効果的なソーシャルワークを目指す、
制度を正しく運用するということを拓くために、ぜひこの社会福祉分野と多文化共生分野が連携するとい
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うことを、今後も私たちは、自分の住んでいる町のために、進めるということが必要だと思っています。

この、住民の誰も排除されない、対等な社会参画、すごく時間がかかります。そして、少しずつしか進
まないかもしれません。いつも言うのですが、何かをしたら、ポンと変わるような魔法の杖はないわけで
すから、一つひとつ一人ひとりが、できることを積み上げていくしかないと思っています。体験から始まっ
て、そこから初めて相互理解が生まれ、それがあってこそ共感になる。制度だけが変わってもだめですし、
誰か一人が気づくだけでもだめです。その共感を経たうえで、それを少しずつ実行に移していくというこ
とを経て、ようやくルールや施策が生まれるのだと思います。

今の世界情勢を見ても、変な方向に行くのではないかという危惧がありますが、それは誰も排除されな
い対等な社会参画、みんなが普段の暮らしの幸せを考えるということ、こういうシンプルなところを、み
んなで共感を持つという、そういう積み重ねをすることで、少しずつ社会が住みやすい社会になっていく
のだと思います。

最初に多様な住民という時に、マイノリティー・少数者といわれる人たちの視点が、いろいろな気づき
になるというお話をしました。困っていない人は、不具合になかなか気づきにくいのですが、社会の中の
不具合を感じた人の不具合をちゃんと聞いて、それをなくすということが、全体の不具合をなくす、社会
的課題を解決するということにつながるわけです。このプロセスでいろいろな人たちがどのように役割分
担をするのか、これからもずっと考え続けていき、10 年、20 年、30 年先に社会が少しでも良くなってい
ることを、私は期待したいと思っています。
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コラム

社会福祉×多文化共生勉強会を振り返って

兵庫県社会福祉協議会　 
福本　良忠

今年度、PHD 協会からお誘いがあり、社会福祉と多文化共生の勉強会に参加させて
いただきました。締めくくりのフォーラムの副題にもなった「支援から参加、活躍へ」
という表現は、勉強会の中身をとてもよく表していると思います。また私にとって、
社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）について考えを深める機会となり、本当
にありがたいことでした。

勉強会の一環で見学した「いくのパーク」の関係者から、「社協って高齢者向けのサー
ビスをしているところですよね」と言われ、その種の誤解は 20 年前によくあったなと
懐かしく思いました。元来、社会福祉協議会は住民による協議体であって、福祉サー
ビスの実施は必須ではありません。それぞれの地域における福祉について話し合った
結果として、事業実施している社協も少なくないということです。

さて、外国人を含め、社会から孤立しがちな人や排除されやすい人（≒地域生活課
題を抱える人）が現実に存在する中で、社協は少しでも地域共生社会の実現に向かお
うとしています。先行実践からは、直接事業でなくとも、社協ができることはあると
学びました。外国人支援団体や行政窓口との連携、支援者の養成や当事者組織化支援、
外国人の参加支援や活躍支援、計画活動とネットワーク化などです。また私は、ソーシャ
ルインクルージョンの視点で、地域社会に対し、地域生活課題を抱える人を正しく理
解する働きかけを行うことが、重要ではないかと考えています。

「地域に住む外国人同士が結婚したから、みなで人前式をしてあげたんよ」「コミュニ
ティカフェに外国人もふらっと寄ってくれるようになってね」「子育てサロンと高齢者
のと別々にするのやめて、一緒にしたんよ。みんなが適度な距離感で過ごす。外国人
も来るよ」最近こんな声を聞きました。外国人もまた地域社会の一員として包摂される、
こうした共生のまちづくりが進むように願っています。
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１－２　事例紹介「社会福祉協議会による多文化共生分野との連携の取り組み」

大村　和也さん　 
三田市社会福祉協議会 総合相談支援センター課長

三田市社会福祉協議会の大村と申します。今日は、社会福祉協議会による「多文化共生分野との連携の
取り組み」というテーマですが、あくまで三田市の取り組みですので、社会福祉協議会としてどのような
アプローチにしようとか、多文化共生の分野で社協にどのようにアプローチしようというのは、自治体ご
とに異なるかと思います。それを広げていくというのが、今日のフォーラムの趣旨ですので、その点にも
触れていきます。

三田の取り組みの特徴として 3 点挙げています。1 点が、多文化共生分野さんから社協へアプローチを
もらったというのが、まず大きな特徴です。また、2 点目が国際交流協会さんも活発な活動をされている
というところ。3 点目が、社協としては地域福祉推進計画という 5 年間の計画（全国的には地域福祉活動
計画の名称）があり、そういう中期的な計画と連動させたというところが、三田の特徴と考えています。

今日は先ほど申し上げたテーマと、三田の取り組みと合わせて、皆さんが自分の自治体で広げていこう
とした時に、こういうことが大事かなというのを、皆さんにお伝えができたらと思っています。連携の取
り組みについては、今日配っていただいている PHD 協会さんの冊子をぜひ見ていただけたらと思います。

三田は、11 万人弱の都市で、大阪・神戸のベッドタウンです。11 万人の都市で、外国の方は 1,668 人で、
前年同月比 242 人。大幅に増加傾向にあります。どの国の方が多いかというと、ベトナムの方が１番多い
です。

登場人物の紹介です。国際交流協会さんは、きっかけとしては、コロナ禍の中でこれまでは姉妹都市な
どとの連携や交流事業がメインでしたが、コロナで交流事業ができなくなり、三田に暮らす外国の方の支
援にシフトをされました。ですので、実際にいろいろと事業をする中で、特に日本語教室など直接話す機
会がある分に関しては、さまざまな相談を受ける機会があるので、その相談ごとは、福祉の制度や情報が
必要な時があり、福祉専門職・社会福祉協議会とつながりたいと思っていただいたと聞いています。

どのような困りごとかの例として、日本人との結婚による在留資格がある方は、離婚することで地元に
帰らなくてはならなくなるため、DV の環境でも我慢せざるを得ないという状況などがあります。

また、しつけの違いや風土、風習の違いで地域の中で孤立する方。これは、本人は困らせているつもり
はないのですが、周りが困っているという環境が増えてくるという状況もありました。

次に、社会福祉協議会については、コロナの前にも相談者の中に外国人の方もいらっしゃったので、国
際交流協会さんに相談する機会はありました。しかし、相談するかしないかは、職員自身が国際交流協会
さんのことを知ってるかどうかなど、個人の力量に関わるところがありました。それが大きな転機になっ
たのは、社協がコロナ特例緊急貸付の時に、海外の方がたくさん窓口に来られたこと。社会福祉協議会と
しても、外国人支援の必要性を感じる大きなきっかけとなっています。この中で、タブコラ（多文化コラ
ボレーション）さんで議論をされて、三田市社協にアプローチがありました。実際は一度過去に相談しよ
うとしたが、連携に至らなかったこともあったと聞いていますが、その後、もう一度（エフエムわぃわぃの）
日比野さんや吉富先生、PHD 協会さんと相談して、アプローチをされたというのが実情です。

それで実施したのが、社会福祉×多文化共生セミナーです。この時も、連携のための仕掛けとしては実
行委員会形式という形をとったり、組織として参加するようにして、78 名の参加者のうち国際交流協会さ
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んが 10 名、社協も 17 名が参加しました。

その後「セミナーで終わるのではなく、その後何かを継続できたら」ということで進めたものが、「さ
んだ多文化ふくふくネットワーク会議」という会議の場です。実際に社協も国際交流協会さんも相談支援
の活動をしている。それぞれ、外国の方をどう支えるかという個別支援の活動がありましたので、そうい
う個別ケースの相談事例を共有しました。すると、それぞれ持っている情報が違います。国際交流協会さ
んでは、海外の方にも対応できる医療機関の情報を持っていたり、社協は地域の人材の情報を持っていた
り。そういう同じ相談の中身について、異なる社会資源の情報交換ができる場としました。そのため「ど
こどこに暮らす A さんの暮らしをどう支えるか」という個別ケースが中心です。

それ以外にも、国際交流協会さんの多文化共生関連の事業や社会福祉協議会の事業で、外国の方にどの
ように伝えるかということも検討しています。

ここでは「A さんという外国人の方をどう支えるか」を議論することで、今後生まれる、A さんと同じ
ような境遇の方を支えられるのではないか、という前提に立っています。

運営にあたり、吉富先生からは、国際交流協会さんはボランティアでやられていて、私たち社協は仕事
でやっている立場なので、組織規模への配慮をしっかりしないと続かない、ということを言っていただき
ました。ですので、社協が資料作成や進行、記録を担っています。

また、実際に何かツールができないかということで、多言語福祉相談窓口チラシを作りました。資料の
後ろの方にチラシを付けています。左側に地域包括支援センターと生活安心サポートセンターのやさしい
日本語にしているもの。右側に、英語とベトナム語と中国語に、同じ内容を翻訳したちらしを A4 両面で
作りました。これに関しては、日本の住民の人でも、実際に予防的に相談するというのは少なく、ぎりぎ
りになって相談する方が多いのですが、海外の方は、よりその傾向があるため、相談がないうちからぜひ
相談窓口を身近に感じてほしいということで作りました。特徴としては、やさしい日本語で作ったことで
す。せっかく作っても、それを知っていただかないと意味がないので、地元の神戸新聞の日刊紙に載せて
いただいたりもしました。

以上の経緯から先にネットワーク作りを進めたのですが、「ネットワーク作りから、個人を支えるチー
ムに」ということで取り組みが進んでいます。具体的には、ベトナムから家族で日本に来られた方がいらっ
しゃるのですが、お母様が日本語が苦手で、孤立しつつあった。特にしつけのことなどで「何であんなし
つけの仕方をしているのだ」ということで、地域の方からも孤立する傾向がありました。それが、これま
でであれば、学校で抱え込みがちだったかもしれないのですが、学校から社会福祉協議会に相談があり、
つながりのあった国際交流協会さんも関わることになりました。実際に相談があり、そのベトナム人の方
をどのように支えていくかというカンファレンスを複数回開くことで、状況が変わっていきました。文化・
制度背景の理解で、地域住民の方も支えてくれるようになったり、経済的にも問題があったのですが、市
営住宅に入ることができたという改善も見られました。また関係者の方が、一番嬉しいなと言っていたの
が、初めは「あ、これ急に来た方、困った人やな」となっていたのが、「じゃあ、あの人はやっぱりいろ
んな事情があるから、支えたいな」と支えたくなる人に変わった。今は、地域の子ども食堂のボランティ
アもされているような、支える立場にもなっておられるというところです。元々、三田はネットワークか
ら始まったのですが、そのネットワークから、具体的に地域の A さん、B さんを支えるチーム作りにつな
がってきました。これも 3 年ぐらい経ってここまできました。

4 年目の今年度は、地域福祉フォーラムを社会福祉協議会の地域福祉課で実施し、120 名の参加をいた
だきました。今日のこの場は、多文化と福祉の連携のフォーラムですが、学校の先生や地域の民生委員さ
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んも来ていただいて、教育×地域×多文化×福祉というような趣旨で開催し、実際に地域の方からは、「こ
ういうことを考える機会になった」「地域からの発信とか、受け入れアプローチの必要性を感じた」とい
う声もいただいています。

月 1 回、会議を重ねていますので、先月で 46 回目になりました。どのような雰囲気か。動画を少しご
覧ください（動画）。

このようにホワイトボードは僕らが書くということにしています。この男性職員は、先ほどの地域福祉
フォーラムの担当者ですので、「関わっていただいてどうでしたか」を今、聞き取っているところです。
お互い、二人から三人ぐらいの参加者なので、少人数で顔が見える関係にはなっています。

地域のサロンや集いの場が各自治体でもあると思いますが、そういうつながりが広がっていくことで、
その方が外国にルーツのある方にも届けたいと考えられて、地域の集いの場のチラシをやさしい日本語に
するということが徐々に広がりつつあります。やさしい日本語にすることで、海外にルーツのある方だけ
ではなく、高齢者の方も障害の方も来やすくなる、みんなにやさしい工夫だと考えています。

ここまでが三田における社協と多文化共生の連携の取り組みで、今から連携を広げていきたいという方
に、大切と感じることを触れられたらと思います。具体的には、法人内で福祉や多文化共生の必要性を伝
える時は、三田もそうでしたが、実際の声がどれだけ寄せられているかということの把握が大事であると
いうことと、実際にそれぞれの自治体で、その声に向き合う役割を今どのような所が担っていて、逆に応
えられていない部分がどのようなところなのかをしっかりと社協の中で議論することが大切だと考えてい
ます。

三田で推進が進んだ要因として、中期計画（地域福祉推進計画）の中でネットワーク作りが大事だとい
うことを重要視していたことです。その計画の中でもお伝えしているのが、支援する対象、例えば高齢者
の方であったり、ひきこもりの方であったり、障害の方はどんどん増えていきますが、支える専門職は、
どんどん減っていく。また民生委員さんも、なり手が少ない。支える対象は増えるが、支え手はどんどん減っ
ていくというところでは、ネットワーク作りがなければ、どうしようもならないという前提に立っていま
す。今、社協と国際交流協会さんのネットワークであるふくふくネットワークも、社会福祉協議会として
取り組むべき内容だというのが、立ち上げの段階でも、今でも法人内で根付いているので、継続できてい
るきっかけかなと考えています。もし、皆さんの自治体の中で、県の OB さんであったり、県がこのよう
に考えているというのが大事だというムードがあるところであれば、県の地域福祉支援計画にもこういう
取り組みも掲載されているので、こういうものを引用されるのもいいと考えています。

ポイントの二つ目。生み出しながら続く連携ということで、さきほど 46 回と言いましたが、それを続
けていくと、やることがどうしてもゴールになってしまいがちですので、自省をして「何のためにやって
たかな」ということを振り返るようにしています。「大村さんがやってるネットワークや」と属人化しな
いように気をつけていて、複数の職員を巻き込むようにしています。

さまざまな方のご協力から、外国ルーツの方をどう支えていくのかをネットワークで考え始めて 3 年が
経ちました。互いの専門分野を知って、相談しやすいと思える雰囲気作りや個人を支えるチーム、共生を
キーワードに、地域で考える場への広がりも生まれてきました。そのアプローチというのは、排除などを
防ぐ、誰もが暮らしやすいまちづくりにつながると信じています。今後もいろいろな方の協力を得ながら、
進めてまいりたいと考えています。
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三田市社会福祉協議会　活動紹介フォーム

①団体名 社会福祉法人	三田市社会福祉協議会

②在住外国人の情報

人口（全体）：

105,456 人（2026.1 現在）

外国人住民数と割合・主な出身国・地域

…右図参照

③多文化共生に関する基本方針

多文化共生に関する基本的な考え方・方針：

　第2次地域福祉推進計画（R5～ 9）では、福祉目標として「自分らしく	安心して暮らす	共生

の地域づくり」を掲げ、当事者の例として「外国にルーツのある方」を含んでいる。また、関連

プログラムとして「民間福祉・団体ネットワークの促進支援」を掲げている。

市町村の計画 /条例（多文化共生指針など）：

	三田市多文化共生推進基本方針（H21.6 ～）

④多文化共生に関する取組の起点

　行政からの委託で高齢者、障害者や生きづらさを抱えた方などを対象とする相談窓口を担い、

相談者の中に外国人も含まれていたが、外国人を対象にした特別なプログラムはなかった。

　新型コロナ緊急小口資金貸付の申請に外国人が多く来られ、その生きづらさに直面すること、

および相談におけるコミュニケーション手段の乏しさを実感。

　福祉分野の相談は、国際交流協会だけでは解決することができず、在住外国人に関する相談は、

社会福祉協議会だけでは解決できない。双方がそのジレンマに気づいた。

⑤活動内容

•	 生活相談（多言語対応）

•	 通訳・翻訳支援　

•	 日本語学習支援　

•	 交流イベント　

•	 外国人向け就労支援・子育て支援

上記の活動はネットワーク（後述）メンバーである（一社）三田市国際交流協会が主として実施。

社協は外国人向けに特化せず実施

•	 地域住民への啓発活動：ネットワーク（さんだ多文化ふくふくネットワーク）で多言語相談

窓口チラシを作成した。

•	 その他：PHD協会をはじめとする働きかけがあり、2022年 3月に開催した「社会福祉×

多文化共生連携セミナー」の企画を経て、セミナー後も「連携の目的」「目的達成の手段」な

ど道筋づくりを続ける必要性から、定期（毎月）ミーティングを開催（2022.4 ～）。2023

年１月には、名称を「さんだ多文化ふくふくネットワーク会議」（ふく＝福祉）とした。

「さんだ多文化ふくふくネットワーク会議」

目的：主としてケース支援における国際交流協会と社会福祉協議会との交流を重ね、質を高める。

企画・運営 : 国際交流協会・社会福祉協議会から各2～ 3名のスタッフを選出

対象 : 国際交流協会・社会福祉協議会職員のみ（※	個人情報が含まれるため）

内容：個別ケースの相談事例共有※、在留資格等外国人に特化したニーズや福祉制度の勉強会、双

方の実施事業を共有し、広報サポートなど

※	「Aさんという外国人の方をどう支えるか」がベース：漠然と「外国人を支援する」と考えるよりも、
実際に存在する「Aさん」、あるいは今後生まれる「Aさん」を対象とすることで、一人ひとりのニーズに合っ
たサポートのアイデアが生まれやすくなることを想定
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⑥人員体制

担当部署：ネットワーク担当を設置。月1回実施。

担当者の人数：２～３名

多文化共生の活動歴：多文化共生分野に特化した活動歴はない

⑦予算確保

多文化共生及び多文化共生×社会福祉（当会では前述ネットワーク）用の予算は確保していない。

前述の多言語相談窓口チラシは掲載相談窓口（地域包括支援センター・生活安心サポートセンター）

が市受託事業であったため趣旨を伝え、市予算から拠出した。

⑧主な連携団体

•	 三田市国際交流協会

•	 三田市人権共生推進課

　（国際交流協会＝市国際交流プラザ受託等の担当課）

•	 NPO法人場とつながりの研究センター（三田市・近隣自治体で外国人支援を実施）など

⑨成果

A　個別ケースの連携を通して 「外国人が地域におられること、特有の生きづらさを抱えやすい存

在であること」の認識が、福祉関係者を中心に、学校とのケース協働（教育関係者）や、地域

の防災訓練への参加（地域住民）などを通して広がり、誰もが暮らしやすい地域づくりへの実

践が始まっている。また、多文化共生分野で外国人自身が、自然災害発生時の支援の仕組みを

考える活動を始められ、日刊紙に掲載される等、「住民主体」の取り組みも広がっている。

B　社協職員が個別支援やプログラム企画の際に、「外国にルーツのある方」の存在や、課題を抱

えた時に国際交流協会への働きかけを行うことが定着しつつある。令和7年度は、地域福祉セ

クション主催で、地域福祉フォーラム『つながる安心。～共生社会を目指して～　教育×地域

×多文化×福祉』を開催、120名もの参加があり、参加者からは「考える機会になった」「地

域からの発信や受け入れアプローチの必要性を感じた」との声が寄せられた。

C　協働を議論する場「地域福祉協働推進ネットワーク」にR6より国際交流協会が参加、R7よ

り互いの組織運営への関わり（社協＝国際交流協会団体会員・客員理事就任　国際交流協会＝

社協特別会員）

⑩担当者の悩み ネットワークのあり方について年度単位となり中期的なプランづくりができていない。

⑪活動上の課題・ニーズ
•	 ネットワークへの評価という点で、外国人の声を直接拾うことができていない。

•	 関連助成金が充実したとしても、そこに力を割くことができていない。
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⑫今後の方向性や希望

１）「ネットワーク」だからできることの取り組み：国際交流協会の外国人よろず相談に福祉相

談ブースを設けるなど、互いの活動を重ねあわせ、相互補完することで質を高める取り組み

を進める。

２）組織としての相互理解・連携：ふくふくネットワーク会議の参加メンバーのみが関わるので

はなく、相互に団体会員となり、法人・団体内で連携体制を明確にし、成果を共有すること

により、継続的により強固な連携を行う。

３）「地域福祉協働推進ネットワーク（社会福祉協議会主催）」への継続参加：地域福祉推進の協

働実践と推進に向けた提言機能をねらいとした場に国際交流協会が参加することにより、福

祉関係者に対する外国人や多文化共生の課題認識形成につなげる。

４）外国人の実際の声をふまえた暮らし向上・協力者の確保につながるプログラムの継続実施

５）言葉のバリアフリーをめざす：福祉関係の案内や必要書類は多言語化されていないものが多

く、外国人に必要な情報が届かなかったり、利用ができないことが多い。前述の多言語福祉

相談窓口チラシだけでなく、多言語化が必要なものは多言語化を行い、「やさしい日本語」や

翻訳ツールの啓発を行っていく。

６）他団体等ともネットワークを広げた「顔の見える多面的支援」：外国人が地域に溶け込み生

活するために、社会福祉協議会と国際交流協会だけでなく、行政機関や学校、地域団体や他

の福祉団体、多文化共生団体、また他地域の団体とも連携を推進し、それぞれの得意分野を

生かし、多くの外国人の「顔が見える多面的な支援」をすすめる。

７）「多文化ソーシャルワーク」の広がりと定着：社会福祉分野では、「高齢者」「障害者」「子ど

も」など分野別の対応が多いが、外国人の定住化が進み課題も多様化・複雑化することから、

分野を横断した「多文化ソーシャルワーク」の存在を福祉分野で定着させることが重要であり、

その啓発を三田市からも進めていく。

⑬資料・参考リンク

•	 2024.5 月号社会福祉協議会広報紙（全戸配布）で、ネットワークを紹介（P7）

https://www.sanda-shakyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/Shakyo_Vol427.pdf	

•	 多言語福祉相談窓口チラシ（社協ホームページ）

https://www.sanda-shakyo.or.jp/news/4874/	

•	 同取組みが神戸新聞で紹介	

https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/202505/0019008055.shtml
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コラム

4 年半で気づかされたこと

三田市社会福祉協議会 
大村　和也

福祉と多文化共生の連携に関わる中で、私が強く感じているのは、「目の前にいる一
人ひとりの困りごとは、複雑化しネットワークでないと解決できない」ということです。
コロナ禍における生活福祉資金の相談では、多くの外国にルーツのある方が来所され
ました。しかし、言葉の壁や制度理解の難しさ、在留資格への不安などが重なり、支
援が届ききらない場面に何度も直面しました。

国際交流協会との連携から始まったネットワークでは、一人の具体的なケースをもと
に対話を重ねることで、互いの専門性を知り合うことができました。この「横断的に
支えるネットワーク」から「個人を支えるチーム」も少しずつ築かれてきました。 

文化や言葉の違いによって生まれる生きづらさは、特別なものではなく、地域の中に
確かに存在しています。だからこそ社協としては、多文化共生を別の分野として切り
分けるのではなく、共生社会へのアプローチとして向き合い続ける必要があると考え
ています。そのための地域への啓発や仕組みづくり、やさしい日本語による発信なども、
まだ途上にあります。

最初「（まわりが）困っている人」だった存在が「（まわりが）支えたいと思われる人」
～「（まわりを）支える側」へと変わり、支える輪が広がっていく場面に出会うたびに、
この取り組みの意味を実感します。

自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりを目指して、これからも一人ひとりに向
き合いながら、さんだ多文化ふくふくネットワーク会議を続けていきたいと思います。
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１－３　事例紹介　「外国ルーツの仲間と共に地域で暮らしていくために」

森　真美さん　 
川西市社会福祉協議会 地域福祉チーム主査 地域福祉担当 兼 生活支援コーディネーター

私は地域福祉担当の生活支援コーディネーターで、今、川
西市では七つの中学校区があるのですが、そこで一人ずつ
コーディネーターを置いて活動しています。

川西市社協は現在 240 名の職員がいます。私は地域福祉担
当で、どこの社協さんもそうなのですが、うちも市から指定
管理を受けた施設運営やいろいろな受託事業を受けて事業を
行っています。私は、以前は権利擁護の所におりまして、そ
こが一番長く、12 年です。その間、満寿荘という養護老人ホー
ムの相談員を 3 年間勤めていました。今現在、地域福祉担当

になって 3 年になりました。

川西市の概況ですが、人口が 152,585 人、高齢化率が 31.6％です。兵庫県川西市は、皆さんどこにある
かご存じですか。あまり有名ではないかもしれないですが、兵庫県の一番南東部の、大阪府との県境にあり、
池田市や箕面市と隣接している市です。川西市は南北に長く、南の方が商業地になっています。その商業
地の方では、工場で働く外国人の方や、また日本語学校に通う留学生の方をよく見かけます。また北部は、
住宅団地が広がっておりまして、福祉の老人ホームなどの施設が所々ありますので、そういった所で働く、
若い外国人の方をよく見かけます。

近年、川西市においても、外国籍の方はどんどん増加してきていまして、令和 6 年度 9 月末現在で 1,861
人の方が住んでいらっしゃいます。ベトナム、インドネシア、ミャンマー、ネパールの方が近年、年々増
えてきている状況です。在留資格別では、ベトナムの方、技能実習生の方が一番多く、あとはインドネシ
アの方は留学生や特定技能の方が多くなっています。

先ほど、三田市の方もおっしゃっていますが、川西市社協においても、多文化共生に取り組むきっかけ
は、新型コロナの特例貸付の申請に外国人の方が多く来られたということでした。私自身は、実は兵庫県
社会福祉士会の滞日外国人のソーシャルワークの研修で学びまして、以前から多文化共生については関心
を持っていました。川西市においても、何かやりたいとは思っていたのですが、この時に初めて、川西市
にもたくさん外国人の方が住んでいるということを知らされました。

地域福祉を進めている中で、これまで外国人の方との接点が全くなかったのですが、この時、皆さんが
置かれていた困窮の状況とか、地域から孤立されているとか、申請に来られた方と接する中でコミュニケー
ションの難しさなども痛感しました。これまで、誰もが安心して生き生きと暮らし続けられるまちづくり
に取り組んできた社協でしたが、外国人の方が含まれていなかったのではないかということを私自身が感
じました。逆に言えば、この貸付をきっかけに、社協に相談に来られる外国人の方が増えたということで
す。実はつい先週ですが、地元のミャンマーの方が国の状況もあり、たくさん仕送りをされて、自分の生
活費がなくなってしまったと相談に来られた方がいらっしゃいました。その方も社協をどうやって調べた
か、AI で調べたか、ネットで調べたか分からないのですが、お金に困って検索したら、川西市社協が出
てきて相談に来られました。
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もう一つのきっかけが、新たなアイデアの提案が活発にできる、組織風土への転換があったということ
です。また、三田市さんも話されていましたが、地域福祉推進計画策定のタイミングで計画にたくさん多
文化共生について盛り込むことができたということが、一つの大きなきっかけになります。これが 8 カ年
計画で、今 2 年が終了しまして、次 3 年目に入るところです。

また川西市はおおむね 14 の小学校区で地区福祉委員会という住民の組織を位置づけているのですが、
その小地域の小学校区の計画にも入れ込んでいただけました。

多文化共生のことをやりたいとなった時に、ちょうどタイミング良く、先ほどの三田市さんの福祉と多
文化共生の報告会がありました。それに参加して、影響を受けて、そういう連携会議を開きたいというこ
とで、国際交流協会さんや地域と日本語教師の会さんとか。あとは外国籍の方の子どもさんの入学などを
手伝うボランティアのグループ、外国籍の方も一緒に集える居場所を作っているグループなど、そういっ
た方と手をつないで一緒に連携会議を開くことから始めました。少しずつ、手をつないで仲間づくりをす
ることから始めて、今では必要な時には一緒に活動ができるようになってきました。

これから具体的な取り組みを皆さんに見ていただきたいと思います。こういった取り組みを通して、実
は多文化共生に関わる団体さんとの連携ができていったり、それがまた、ネットワーク作りにつながって
いると実感しています。

最初に、これも日本語教師の会の皆さんと一緒に協力して開催させてもらった、多文化共生セミナーで
す。多文化共生についてみんなで考える場づくりをしました。

次に、多文化共生交流会で、中国出身の方に本場の餃子を教えてもらいながら文化を体験する、一緒に
考えるということをしました。

また、パートナー養成講座では、支え合う関係づくりということで、実際に多文化共生のパートナーと
して活動していただいている方からお話を聞いたり、また介護福祉施設で働くインドネシア出身の方から、
外国人の立場から見た多文化共生についてお話をしていただきました。

ここは川西市では力を入れているところなのですが、多文化共生パートナーマッチングということで、
今パートナーに登録してくださっている方が 24 名います。その中で、いろいろなマッチングをしてるの
ですが、一番多いのが日本語学習のサポートです。このお二人が最初のマッチングを行ったペアなのです
が、最初は日本語を学びたい、話したいというきっかけで始められて、今は N4 の検定を目指して勉強を
続けられています。日本語を学ぶだけではなくて、例えば、図書館のカードの作り方や本の借り方など生
活に密着した、細かいことを聞けるような関係できめ細やかなサポートを受けておられます。

ネパール出身のこの方は、カレー屋さんなのですが、この方はフードパントリーからつながった方です。
日本語を学びたい、でも休みがないということで、カレー屋さんの休憩時間を活用して、パートナーと学
んでおられます。また、中国語を話したいという子どもさんも来られています。また社協ですので、地域
でのつながりづくりということで、地域の人とつなぐこと、地域住民のネットワークに迎え入れていただ
くということを、サポートしています。

これはフードサポート相談会です。今まで2回実施しましたが、どちらも若い留学生さんが多かったです。
食品の提供とともに相談を聞く、アンケートを実施しました。

あとは昨年と一昨年は、11 月 3 日にいろいろな団体や関係機関の方にご協力いただきまして、多文化交
流フェスティバルを開催しました。インドネシアのグループが、インドネシアのアンクルンという竹の楽
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器をフェスのために取り寄せて、練習してくださるということもありました。

また、社協内ではその計画に基づいて、部署を越えた、多文化共生に関する調査研究チームを立ち上げ
ております。その中で、アンケートを取ったり、やさしい日本語の講座を多言語センター FACIL の先生
にご協力いただいて、社協内で開催したりしました。現在は、そのアンケートをもとに、お弁当づくり交
流会を企画して、5 月に実施できるように準備しています。

最後に、地域でも多文化共生の取り組みが始まっています。滝山自治会というところで、パキスタンの
料理体験をされたときの動画をご紹介します。自治会の行事にこの方が参加されて、友人もいなくて寂し
いと話されたことをきっかけに、この交流会が始まりました。この日はカレーを作って食べたり、ビリヤ
ニやロティをみんなで作って、盛り上がっていました。この方がパキスタン出身の方です。最後に自治会
伝統の獅子舞を披露して、盛り上がっておられました。これは 2 回目なのですが、前回はパキスタンのカ
レーをこの方が作られて、今回は日本のカレーを食べてもらおうと皆さんで作られたそうです。

このように、お互いに関心を持って、共に暮らす住民としてつながる場づくりとか、交流が広がるとい
うようなことを、これからも川西市社協としては、まちづくりに取り組んでいきたいと思っています。

インドネシアのグループによる演奏 
（多文化交流フェスティバル）

フードサポート相談会の様子
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川西市社会福祉協議会　活動紹介フォーム

①団体名 社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

②在住外国人の情報

人口（全体）：152,585 人

外国人住民数と割合：1,861人（R6.9.30）、約 1.2%

主な出身国・地域：韓国・朝鮮、ベトナム、インドネシア、中国、ミャンマー、ネパール他

③多文化共生に関する基本方針

多文化共生に関する基本的な考え方・方針：	

国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、個々の人権を尊重し、相互に支え

合いながら、地域社会の構成員としてともに豊かに安心して暮らすことができる「多文化共生社会」

の実現をめざします。

市町村の計画 /条例（多文化共生指針など）：	

「第 6次川西市総合計画」分野別目標：人が豊かに育つ川西の実現

基本計画施策２：	

人権、ジェンダー平等、多文化共生

「川西市人権行政推進プラン」（第4次改訂版）

（６）人権課題への取組み（７）外国人の人権と多文化共生

④多文化共生に関する取組の起点

2023年度から取り組みを開始。

コロナの特例貸付に多くの外国人が相談に来られたことをきっかけに川西市に多くの外国人が生

活していることを知る。川西市には外国人が気軽に相談できる場、参加できる居場所やイベント

が少ないことが課題であった。

外国人が地域で孤立しないよう、外国人も含めた地域づくりを進めるため、まずはお互いへの理

解を広げることを目的にセミナーや交流会を開催。

2024年度は、多文化交流フェスティバルを開催し、様々な国の文化に触れられるイベントを開催。

また、生活に困っている外国人を対象にフードパントリーを実施。

また、外国人の日本語学習をサポートするため、日本語を学びたい方と、日本語学習のサポート

をしたいボランティアとのマッチングも開始。

2025年度は、新たな取り組みとして外国ルーツの未就学児の保護者を対象に、生活での困りご

と等に関するアンケートを実施。

⑤活動内容

•	 日本語学習支援：言語学習パートナーのマッチング　

•	 交流イベント

•	 地域住民への啓発活動

•	 その他：パンフレットの多言語化

⑥人員体制

担当部署：地域福祉チーム　地域福祉担当

担当者の人数：3人

多文化共生の活動歴：2年

⑦予算確保 なし
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⑧主な連携団体

•	 川西市人権推進多文化共生課

•	 川西市国際交流協会

•	 PHD協会

•	 かわにし　てとて

•	 ウエルハウスキセラ

•	 地域と日本語教師の会＠川西

⑨成果

•	 社協の地域福祉推進計画、年度ごとの事業計画にも多文化共生への取り組みについて記載す

ることができた。それをきっかけに法人内で部署を越えて連携し、アンケート調査や「やさ

しい日本語講座」の開催等を進めることができた。

•	 地域住民の意識の変化。地区福祉計画に、外国人も含めた地域づくりを意識した文言が記載

されている地区が増えた。

•	 多文化共生の取り組みに関心を示してくれる方が増えた。ボランティアの登録者も24名と

なった。

⑩担当者の悩み
•	 支援が必要な外国人住民とどのようにつながるか。

•	 居場所などの立ち上げをどのように進めるか。

⑪活動上の課題・ニーズ 地域の外国人と十分につながれていない。

⑫今後の方向性や希望

•	 外国人の方からさらにニーズを聞き取る。

•	 言語学習のパートナーのマッチングを進めていきたい。

•	 ボランティアグループの立ち上げとサポート

•	 ボランティア主体で企画する取り組みのサポート

⑬資料・参考リンク

多文化共生パートナー養成講座	
             https://x.gd/t1jmU

フードパントリー	
             https://x.gd/HSveS

多文化交流フェスティバル	
             https://x.gd/MXeL8                        https://x.gd/1dVUt                      https://x.gd/d7EyD	

中国文化体験（交流会）	
             https://x.gd/GWPVe                       https://x.gd/p6S6Y

日本語学習パートナーマッチング	
             https://x.gd/rfcVg                       https://x.gd/MvMXY

多文化共生セミナー	
             https://x.gd/vUa95	
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コラム

「支援の対象」から地域で共に支え合う関係へ

川西市社会福祉協議会 
森　真美

これまで、私たちの地域における多文化共生の取り組みを進めるにあたり、ご協力を
いただきました関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。

川西市社会福祉協議会においても、コロナ特例貸付を通して多くの外国人住民が窓
口に相談に来られたことをきっかけに、さまざまな外国人住民の存在を知るとともに、
コミュニケーションの難しさや地域からの孤立といった課題を実感しました。

その後、インドネシア出身の女性との出会いを契機に言語パートナーマッチングが
始まり、日本語学習にとどまらず、きめ細やかな住民同士の支え合いが生まれました。
また、交流会やフェスティバルなどのテーマ型の活動を通して、関係機関や団体同士
がつながり、ネットワークが形成され、地域における大きな仲間意識が育まれてきた
と感じています。さらに、本地区では地区福祉委員会を基盤として地域福祉活動がこ
れまでも活発に展開されてきたことから、小地域での取り組みも始まりました。何より、
これまで馴染みのなかった「多文化共生」という言葉が社協内で共通言語として浸透
したことは、大きな前進であったと感じています。

取り組みを通して改めて感じるのは、多文化共生とは「外国人住民のため」だけのも
のではないという点です。言葉や文化の違いがあっても、相互につながり、支え合う
ことは、誰もが居心地よく暮らせる地域づくりや、地域全体の活性化につながってい
ます。

多文化共生というと外国人住民への支援が強調されがちですが、その本質は地域で共
に暮らす生活者同士の関係づくりにあると考えます。重要なのは、相手を「支援の対
象」としてではなく、同じ地域に住む住民として関心を持つ視点です。多様性を大切
にし、誰一人取り残されない地域づくりを目指して、「ほっとかへん　つなげる・つな
がる　おてつだい」を合言葉に、これからも取り組みを進めてまいります。
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１－４　論点整理

長谷部 治さん　 
神戸市社会福祉協議会 地域支援部 課長

神戸市社会福祉協議会で働いているので、社協の同
僚としての部分もありますし、実はこのタブコラの
プログラムに関わっている、エフエムわぃわぃとい
う NPO の理事を約 20 年して、経営や事業に参加した
り、年会費をちゃんと払ったりということをやってき
ているので、この多文化共生に関わることには、元々
とても関心があります。三田市さんが、ここに関わっ
てくださる時にも、2 回目のちゃんと受け取ってもら
えた時の仲介をしたのは私だったということもありま

した。今日の私の役回りは論点整理ですので、今日三者がお話をしてきた部分と、これまでの勉強会の中
でやってきたことを思い出しながら、この後の皆さんのグループワークの中でお話をしていただくうえで、
ポイントになる考え方や情報を全部で五つお話したいと思います。

一つは、外国籍住民という考え方です。多文化の取り組みを普段されている方には当たり前のことです
が、社協の側にすると、ここは知らなかったという人が多いので、あえて押さえます。住民基本台帳法と、
入管法が平成 24 年 2011 年の 7 月 9 日に改正され、この時に外国人登録制度が廃止され、住民登録が行わ
れるように変わりました。社協の人は、あまりここにこだわりがなかったりします。これはとても大事です。
何が起きたかというと、外国籍住民の方が生まれた、つまり、住民になったのです。そして、社協は何を
している団体かというと、社協の基本要項の中に、住民主体という言葉があります。「社会福祉協議会は、
地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、住民主体の理念に基づき、住民や地域の関係者との
協働により、ともに生きる豊かな地域社会を創造することを使命とする。」昨年改定された社会福祉協議
会基本要項 2025 にもこう記載されています。つまり、外国籍の方たちも住民として地域を一緒に作って
いく仲間だということが、そもそもあります。そういう時代なのだということを忘れてはいけないと思っ
ています。

外国籍住民は、単に支援対象ではなく、共に生きる、豊かな地域社会を創造する主体でもある。もちろん、
困窮状態にある人には寄り添う必要がある。ただ、それは外国籍住民も日本国籍の住民に対しても、困窮
状態にあれば支援する対象であることは同じです。同じ住民福祉なのです。生きていくうえで困難があれ
ば、そこをサポートする。ただ、サポートする中身が、元々の日本語を話す人に比べて、どうしても言語
を伴う情報支援が追加で必要になったりして大変です。しかし、そもそも困窮状態にあれば、両方とも支
援しなければならない対象なのです。併せて、生活をするうえで地域の活動に参加する権利や意味があり
ます。川西さんの、多文化フェスティバルのようなものに参加する権利もあれば、意味もある。外国籍住
民も日本国籍の住民もそういったことに参加する権利や意味があるということを大切にしなければいけな
いと思います。全ての住民が、寄り添われる時もあり、寄り添う側になる時もあるのだということを、外
国籍住民も日本国籍の住民も両方にあるのだということを、大事にしたい。この勉強会の中で、ずっと言
われてきたことだと思います。そもそも多文化とは発展の起爆剤だということを、メッセージとして置い
ていきたいと思っています。

皆さんはご存じでしょうか。私が生まれるよりずっと前ですが、選挙で投票するには、昔は男性しか投
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票できませんでした。しかも一時期は、納税額が影響するなどがありました。女性も選挙に関われるよう
にするために、市川房枝さんという方が長年運動なさって、いわゆる市民活動の草分けのような方ですね。
彼女が頑張って、女性も投票ができるようになり、参画が広がっていったという時代があります。そのよ
うに、まだ女性の権利が高くなかった時代、実は学問の世界でも、研究者や大御所は男性ばかりだった時
代がありました。源氏物語の研究者は高齢の男性たちに支配されていた時代、女性が社会参加を進めてい
き、研究者になり、源氏物語の世界に入ってきたら、若い女性の気持ちが分かるようになったんですね。
源氏物語を書いた若い女性の感情の機微のようなものが、女性が参加することで分かるようになって、研
究が進みました。つまり、男性と女性という多文化が達成されたことによって、非常に深い研究がなされ
るようになったという、日本も歩みがあるわけです。

国を変えると、某国ではいろいろなことが行われていて、ハーバード大学で外国人留学生がなぜこんな
にたくさん来てるの、おかしいのではないか、補助金を切るぞというような話がされています。そもそも、
多文化でやっていって、その国の文化や考え方を、多文化の視点を持って受け入れることが、科学や研究
を発展させることが分かっているから、ハーバードは外国人留学生をたくさん受け入れるわけです。それ
をやめろという話。そういう、研究のレベルの大きな話だけではなく、そもそも、われわれの日常生活の
中で、多文化共生、男性と女性や外国籍の方や日本の国籍の方とが混ざり合うことが、実は発展の起爆剤
なのだということを忘れてはいけない。支援されるとか、支援するとか、お友だちができると楽しいよね
ということもありますが、そもそもこれが、社会を良くしていくことの、一つのきっかけだということを
大事にしたいと思っています。

あと 2 個。孤独、孤立はなくさなければならない。先ほど「寂しい」という話がありましたが、料理を
機に交流の場を作るという話がありました。そもそも、これはエビデンスがまだそこまで広がってないの
で、もっとしっかりしたものを研究者の皆さんには作ってほしいと思っていますが、寂しいという感情は、
本人が思っているより健康を害すると言われています。ここのエビデンスをもっと高めなければいけない。
寂しい状況というのを、やはり許してはいけないんですね。これは日本人も一緒。外国籍の方も一緒。た
だ外国籍の方は友だちがいないパターンが多いから、やはり気にかけてあげたい。

単身世帯の急増に福祉が対応しきれていないことも、大きな課題です。人口減少社会、高齢化、少子化
などと言われています。批判を恐れずに言えば、私は課題の本丸は単身世帯の急増だと思っています。皆
さんが今いらっしゃるこの中央区と隣の兵庫区、その隣の長田区は単身世帯率が 5 割を超えました。「あ
なた家族と住んでるの、珍しいわね」という時代がやってきたのです。このことはあまり広がっていない。
外国籍の留学生たちは、住民票上もみんな一人暮らしです。社協は地域福祉をやっているのに、一般の社
協以外の地域福祉以外のジャンルでも、単身世帯の人たちが社会につながる仕組みの開発を十分にできて
いないのです。この課題に気づくのが遅れたからです。サザエさんのような三世代同居で暮らしている時
には、カツオ君の友だちとタラちゃんが接触する場面がありました。三世代において、本来はコミュニケー
ションを取ることがないであろう子どもの友だちとか、いろいろな人と接するということがありました。

核家族化が起こり、社会課題となり、クレヨンしんちゃんのような世帯が増えるという時代が間に挟ま
ります。福祉の世界では、核家族化の社会構造をイメージして、介護保険制度が設計されているため、限
界が来ています。なぜなら今は、あと 15 年で日本全体の過半数が単身世帯になるという予測です。もっ
と早くかもしれない。年々予測が出るたびに、いつ 5 割を超えるかという予測が前倒しになっています。
この時に、人と人をつなぐ仕組みは今のままのやり方でいいのかということを、多文化共生のジャンルで
も、社会福祉のジャンルでも、考えなければならない。ここがポイントだと思っています。一人暮らしの
人たちをつなぐ仕組みというのは、まだまだ弱いです。
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もっというと複単身。これは私が勝手に言ってるだけで、この日本語はない。単身世帯の人たちが、同
居しているパターンがあります。住民票上は単身だが、何人かで住んでる。外国人留学生はこのパターン
が多いです。日本人でも、兄弟でそれぞれ住民票を分けて、同じ家に住んでいる高齢者がすごく増えてい
ます。これが、いろいろな福祉制度を使う時に壁があって難しい。いわゆる情報上は単身世帯と扱われる
のに、実態が違う。この複単身の状況というのが、社協のコミュニティー・ソーシャルワークや個別支援
の世界では、とてもハードルが高い現象をよく起こしています。このあたりは、多文化共生のジャンルに
おいても、今後、大きな課題になると思いますので、あえてここで投げかけておきます。

最後、福祉という部分です。福祉という言葉は、「福」という字と「祉」という字の二つの文字ででき
ていますが、それぞれの字の意味をご存じでしょうか。「福」のほうは、なんとなく分かりますよね。「祉」
のほうも分かりますか？どちらの字も「幸せ」を表す漢字です。福祉というのは、そもそも幸せを追い求
めていることなのだということを、ぜひ知っておいていただきたい。そして、幸せを究極でいくと、故・
円楽師匠が長寿のことを語った時に「居場所があり、そこに役割があること」と、落語の枕で話されたこ
とがあります。先ほどの、両市の発表というのは、居場所があるだけでなく、そこでの役割まで考えてい
らっしゃっる。ここが大事なのです。ただ助けるだけ、ただ「来てもいいよ、ここに」というだけではない。
その人の活躍の出番を演出するところまで考えられていることが、素晴らしい。こういう事例を兵庫や兵
庫だけでなくいろいろな所で増やしていけたらと思っています。
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福本　良忠さん　 
兵庫県社会福祉協議会 地域福祉部長

私からは一つの補足と二つの視点を提供したいと思います。

まず一つは、三田市社協、川西市社協いずれも、地域福祉
推進計画というものが出てきました。その補足ですが、社会
福祉協議会というのは、実はわれわれ社協職員とはイコール
ではなくて、元々は全ての住民を理念的には会員として想定
している、社団法人的な性格を有するのが社会福祉協議会で
す。そこで作る地域福祉推進計画ですので、社協が何をする
かの計画というだけではなく、社協「で」作る計画とも言え

るわけです。民間のわれわれが、力合わせをして、地域福祉をどう進めていくのかという、そういう計画
なのだということで、お二方にお話いただけたのだということを補足したいと思います。

お二方の実践報告および吉富先生の基調講演に対し、少し視点のご提供をしたいと思います。

次に、これは権利擁護について解説をしたスライドです。権利擁護は、英語でアドボカシーといいますが、
ケースアドボカシーとクラスアドボカシーに分かれます。外国籍住民の方も、また生きづらさを抱える人、
そういう意味での当事者と捉えた場合に、こういった権利擁護の考え方は、当てはまるのではないかと思っ
ています。

三田も川西も発表の中で出ていたのは、三田であれば、（具体的な）「A さん」と捉えるということ。こ
れはケースアドボカシー、「個」で捉えるという話であるし、川西もパートナーマッチングという話があっ
たかと思います。きっちり「個」として捉えて、そこを支援していくということが大事だということがあ
ります。一方でクラスアドボカシー。これは、イメージ的にケースが「個」であるのに対して、クラスは「面」
であると思っていただけたらと思います。そういう「面」で対応していく。寂しいという感情。支援者と
だけつながっていても、地域で暮らしていたら寂しいわけです。そういうところをどうしていくのか、一
つポイントとしてあるかなと思います。

特に社協で特徴的な権利擁護活動としては、住民と社協職員が協働して取り組んでいるということがあ
ります。また、地域の権利擁護人材と言っていますが、要するに、伴走して共に歩んでいく、外国籍住民
の方とも共に歩んでいく。そういう立場。支援する・されるだと、どうしても上下関係がイメージされま
すが、そういうものではない。その地域の中での関わりというものを、お二方の実践報告から感じられた
と思っています。

最後にもう一つ、皆さんに考えていただきたいことがあります。このスライドは、地域福祉ネットワー
クの形成と呼んでいますが、隣保から始まって、自治会町内会エリア、小学校区中学校区、市町域とあり
ます。三田の発表の中で出てきたネットワークというのは、市町域での支援者側による、どうやって支え
ていこうかというネットワークが大きかったと思います。あるいは、川西の方で、もう少し小さなエリア
で外国籍のご本人が活躍している場面などがあったと思います。その両方のエリアがあって、今日、福祉
関係者は、福祉が担えるところはどういうところなのか。多文化共生の方は、福祉に期待するところはど
ういうところなのかを、これから話していただくにあたって、このエリア感をどのように捉えていくのか
を、投げかけとして置かせていただきたいと思います。
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吉富　志津代さん　 
武庫川女子大学心理・社会福祉学部教授、国際センター長

私からはお二人が整理してくださったことにプラス、多文化
共生に関わってきた者としての付け加えと、実際に何をするか
という意味の整理をしたいと思っています。

住民基本台帳に外国籍住民も記載されているということは、
私のスライドでも紹介しましたが、2012 年から住民になったわ
けではなく、もともと人間として昔から住民だったのに、それ
に気づかされるかたちが、やっと 2012 年の外国籍の人の住民
基本台帳です。憲法においても、世界的な条約にも日本は批准していますので、昔から住民としていたの
ですが、これでより分かりやすくなった、ということだと、付け加えたいと思います。

そして、外国人が支援対象であるということ、寄り添わなければいけないというようなことも、おっ
しゃっていましたが、その辺のことに関しては、そこから福本さんがおっしゃったように、お互いに対等
な関係になって気づくことがたくさんあるということは、私たちが多文化共生の分野でいろいろな活動を
してきて気づいたように、平たく言うと支援する側・される側ということではなく、「私たちみんなのため」
だということも付け加えておきます。

そしてポイントとして、皆さんがこれからお話する時にとても大事なのは、その具体的な活動。福祉の
分野で、今まで私が出した事例もそうですが、予算を取るということが、まだとても難しいわけです。し
かし、その予算を取るということは、外国出身の人を意識するということです。外国ルーツの人には日本
国籍の人も外国籍の人もいますが、それが社会福祉分野の中でその人たちも視野に入っているかどうかと
いう意識を持つことの難しさ、この二つ。ですから、属人的にならないようにするためには、組織全体と
して、これが必要だということを形付けなければならない。その始まりが、誰かが何かのかたちで、最初
は一人、気がついた人が予算を取ってくるのか、あるいは年間計画のようなものに、きちんと明記するのか。
川西市社協は、そういう年間計画にちゃんと入れ込んだということでした。そして三田市の場合は、PHD
協会が予算を取ったことが、そのきっかけになったということです。予算や年間計画がとても大事だとい
うこと。そして、具体的にどうやって連携するかということを、どのように体験を積み重ねて、アプロー
チするかという、連携の仕方というところで、いろんなやり方がありました。川西市社協は、自ら多文化
フェスティバルのようなこともしますし、相談活動もします。そして三田市の場合は、もちろん事例の共
有、毎月ずっとそういうネットワーク会議をするのはとても大変だと思いますが、3 年間続けられたという、
その連携の仕方。つまり、きっかけが予算なのか、組織の意識なのか。そして連携の仕方は具体的にどう
いうふうに進めるのか。そしてその後には、ネットワークの広げ方ですよね。その広げ方の中に、私もい
つも、長谷部さんがおっしゃったように言いますが、「居場所」と「出番」です。居場所と出番をみんなに。
居場所と出番があるかということも含めて、ネットワークをどういうふうに広げるか。このきっかけ、連
携の仕方、ネットワークの広がりということを、さきほど福本さんや長谷部さんが、論点整理された項目
でもって、考えていただけたらと思います。
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コラム

多文化共生を基盤とした地域福祉の未来

神戸市社会福祉協議会 
長谷部　治

近年、地域社会における多様性は一層広がり、外国籍住民の存在は地域福祉の重要
な担い手として位置づけられるようになってきました。今後の福祉の在り方において
は、支援する・されるという一方向の関係を超え、誰もが地域の住民として役割を持ち、
支え合う「共生」の視点が不可欠です。

その中で、私ども社会福祉協議会は、今まで以上に多文化共生の実現に向けた重要な
役割を担っていると感じています。外国籍住民の方々が地域で孤立することなく安心
して暮らせるよう、多言語での情報発信や相談支援を行うとともに、地域住民や関係
機関との橋渡し役となり、相互理解の促進に努めていかねばなりません。

また、外国籍住民の方々が地域活動に主体的に参加できるよう、ボランティア活動や
地域行事などへの参加機会をコーディネートすることも重要な取り組みです。

外国籍住民の参加は、地域に新たな視点や活力をもたらし、既存の福祉課題の解決に
も寄与します。多文化が共にあることを前提とした地域づくりは、すべての住民にとっ
て暮らしやすい環境を生み出します。今後は、これまで以上に福祉×多文化の視点を
意識し、関係機関が連携しながら、共に支え合う地域社会の実現を目指していくこと
が求められます。
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１－５　総評

福本　良忠さん　 
兵庫県社会福祉協議会 地域福祉部長

皆さん、結構消化不良ではないかと、話し足りないと、私もグループに入らせていただいていて思いま
した。

グループ報告では、ネットワーク連携が大事ということ。あとは分野を越えていくということ。これは
実は、社会福祉の中でもキーワードになっていますが、多文化共生も含めて、福祉の分野も当然越えてい
く。教育もそうだし、住宅もそうだし、もしかしたら税金などもそうかもしれないし、いろいろな分野を
超えていく必要がある。結局、なぜそうなるかというと、それは「生活だから」というところに、集約さ
れるのだと思います。その人の生活をどう見守り支え、そしてお互いに助け合っていくのかというところ
に、向かっていく。その中で、こういったものが大事だということも見えたし、まだまだ、どうしていい
のかなというところもあるかもしれません。私のいたグループ 1 では、届けたい人に届かない。それを、
どうしたらいいのだろう。届けたい人がいるけど、どこに届けていいか分からない、という話も出ていて、
すごく考えさせられました。

福祉の役割について、私が先ほど提起させていただいた時に、エリアの話をしましたが、やはり皆さん
のお話を聞いていて、「これは間違いない」と思ったのは、やはり生活なので、より生活の身近なところに、
福祉の専門職はどれだけ迫れるかというところが大きいのではないかということです。もちろん、広域で、
市町域でネットワークを作るということ。これはすごく大事なのですが、グループ 1 では、民生委員さん
にそうやってアプローチしてもらいたいな、ということも出ていました。それはやはり、その生活の近く
に行くということだと思います。これは、小さいエリアの住民さんが集まるところにどれだけ出向いて行っ
て、そういう人がいるのかいないのか、ということを具体的にキャッチしていくということ。それで、キャッ
チしている住民さんを、さらにバックアップしていく。そういう福祉の専門職の役割があるのではないか。

もう一つは、多文化共生で一緒にやっていける、国際交流の方たちをはじめとする仲間と、どうネット
ワークを作って連携して、つないで紡いでいけるのかということが、福祉の立場からは必要だと思った、
今日のフォーラムでした。

吉富　志津代さん　 
武庫川女子大学心理・社会福祉学部教授、国際センター長

多文化共生の視点からということですが、今の日本社会、皆さん楽しいですか。私などは、すごく閉塞
感を感じていて、ルールばっかりできて、失敗しないように、失敗しないように、効率がいいように、効
率がいいようにといって、そして同じものだけで固めて、みんなで同じことする。その狭い狭い、何か閉
塞感を感じる社会があると思います。

多文化というのは、つまり全然違う見方や違うルール、違う文化などで、それは、住みづらくなった堅
苦しい日本社会を何とかするという、とても大きな視点を、いっぱい気づかせてくれると思います。そう
いうふうに思い、30 年以上ずっと多文化共生社会を目指してきたわけですが、私が一番それを楽しんでき
た気がします。だから、もちろんそのためには、双方向のコミュニケーション―相談でも何でも、フェスティ
バルでも何でもいいのですが―コミュニケーションが双方向でとれるということが大切。こちら側から一
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方的に情報提供ではなくて、コミュニケーションをとろうとしたら、向こうからまた違うことが返ってく
るという、それが今の日本社会には求められている気がします。そのために、ここにこうやって関心のあ
る人たちが集って、いろいろな話ができ、これからまたつながりができて、ネットワークに広がっていけ
ばいいなという、今日は一つのきっかけだと思いました。

さきほど、きっかけのことと、具体的に何をするかと、どうやって広げるかという話をしました。きっ
かけはもちろん、予算を、誰かものすごく力のある人が引っ張ってきて、そこから始めてもいいですし、
とても力の強い人が、計画の中に入れ込むということでもいいのですが、なかなかそれは難しいですよね。

ですので、小さなこと、目の前にあることから始める。自分の立場で何を始めるかということを、考え
ていくことが必要であること、また、こういうことに関心のない人にいかに関心を持ってもらうかという
ことも含めて、今日から何か一つしてほしいなと思います。今のこのような閉塞的な日本社会で、発散の
対象のためにネットの世界でヘイトスピーチなどをするというような発散の仕方とは違う方向に、この多
文化を生かしてほしいなとつくづく思いました。今日はこれをきっかけに、つながっていただけたらと思
います。
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コラム

住民と取り組む誰もが活躍できる多文化共生の地域づくり

川西市社会福祉協議会 
濵田　真帆

多文化共生の活動を始めたきっかけは、地区担当として地
域の会議や活動に出る中で、住民の一員である外国人の方が
全く地域活動に関わっていないということに疑問を感じた
ことでした。地域では居場所づくりや助け合い活動が広がっ
ていますが、そこに外国人の参加もあれば、さらに地域のつ
ながりが広がるのではないかと考え、さまざまな方々の協力
を得ながら、少しずつ取り組みをスタートしました。

社協として多文化共生の事業を進めるにあたり、誰もが役
割を持って参加し、活躍できる機会となるよう意識して取り組んできました。外国人
＝困っている人、支援すべき対象者と捉えるのではなく、お互いにできることを持ち
寄り、そこからつながりが生まれるような活動を広げていきたいと考えています。ま
さに「地域共生社会」です。多文化交流会やフェスティバルでは、日本人・外国人を
問わず、それぞれの国の文化を紹介し合うことで、互いに関心を持つきっかけとなる
ことを目的に開催しました。

こうした活動が少しずつ広がる中で、今度は小学校区や自治会の区域などの各小地域
においても住民同士の交流として発展してほしいという思いがありました。そのよう
な中、ある自治会で、地域に住む留学生とともに、それぞれの国の料理をふるまい合
い、交流していることを知りました。文化の違いを楽しみながら、大人も子どもも一
緒に過ごす地域の皆さんの姿を見て、とても嬉しく感じました。今後もこのような地
域での交流がさらに広がるよう、多文化共生について住民の皆さんとともに考えるきっ
かけづくりを続けていきたいです。

これまでの取り組みを振り返ると、多くの方々の協力があったからこそ進めてこられ
たと感じています。ご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。今後も、社
会福祉と多文化共生の分野でそれぞれ活動する皆さんと連携し、大切にしたい考えを
共有しながら協働することで、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていきたいと思
います。
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２－１　神戸市社会福祉協議会 西区社会福祉協議会　活動紹介

①団体名 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 西区社会福祉協議会

②在住外国人の情報

人口（全体）：228,242 人（2025年 6月 1日現在）

外国人住民数と割合：4,305人（1.9％）

主な出身国・地域：ベトナム（1,229人　28.5％）

韓国又は朝鮮（830人　19.3％）

中国（794人　18.4％）

③多文化共生に関する基本方針

多文化共生に関する基本的な考え方・方針：

“こうべ”の社会福祉協議会　地域福祉推進計画2025

市町村の計画 /条例（多文化共生指針など）：

神戸市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の実現に関する条例

④多文化共生に関する取組の起点 生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付における相談対応

⑤活動内容 生活相談（多言語対応）

⑥人員体制

担当部署：※

担当者の人数：7人※

多文化共生の活動歴：

※…多文化共生を主とした部署はなく、各自の担当業務を通じて把握した課題や相談に対し支援に取り

組んでいる。

⑦予算確保 基本的には各受託事業等の予算の範囲で活動検討する。

⑧主な連携団体 神戸市西区役所、公益財団法人PHD協会

⑨成果

•	 生活に困窮する世帯に対し、食支援や生活相談を実施。

•	 生活福祉資金　新型コロナウイルス特例貸付返済猶予・免除説明のため、借入世帯に対して

訪問対応。	

“やさしい日本語”に配慮した案内文を作成し、個々のケースに対応。

２. 他地域における実践
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⑩担当者の悩み

•	 当事者から相談が寄せられることが全体的に少なく、生活ニーズの把握や困りごとのキャッ

チがうまく行えていない。

•	 こちらから当事者へアプローチするにあたってのネットワークに乏しい。

⑪活動上の課題・ニーズ
言葉の壁。特に話者が少ない言語のケースの場合、なんとか見つけた通訳者が当人と知り合いの

関係にあり支援に関わることを拒否されたことがある。ポケトークでも翻訳困難。

⑫今後の方向性や希望

•	 フクシル project：性別や障害、国籍、年代などを越えて地域住民が出会い、共に学び合う場

づくり

•	 神戸市外国語大生運営のコミュニティキッチンへの支援
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コラム

違いがあるからこそ深まる地域の“味わい”

神戸市社会福祉協議会 西区社会福祉協議会 
藤崎　圭多朗

私たち社会福祉協議会は「地域福祉の推進」を目的に掲げ、活動に取組んでいます。“ 高
齢者福祉 ” や “ 障害者福祉 ” のように特定の領域に限定されないこの取組みは、地域そ
のものがそうであるように、多様な人々の、さまざまな暮らしに関わるものです。

実際、地域には年齢や家族構成、障がいの有無、生活環境など、それぞれ事情の異な
る人たちが生活しています。そして近年、そうした多様さの一つとして外国籍の人々
の存在がより身近なものになってきました。

地域で生活する外国籍の人の中には、言葉の壁や文化の違いなどから、生活の中で困
りごとを抱える方も少なくありません。こうした課題は決して特別なものではなく、“ 地
域住民が直面する生活課題 ” として捉えていく視点が大切だと感じています。

先にも述べたように、地域という生活の場は、多様な人が共に暮らす場所です。国籍
や文化の違いも、地域を構成する多様さの一つとして受け止めることができれば、外
国籍の方々の「特別さ」や「異質さ」は薄れ、同じ地域に暮らす住民として迎え入れ
られるようになるのではないでしょうか。福祉の役割は、それぞれの違いをなくして
均質にすることではなく、違いがあっても安心して暮らせる環境を整えていくことに
あるのではないかと考えます。

地域のありようを料理に例えるなら、さまざまな具材が入った「ごった煮」のような
ものと言えるかもしれません。年齢や立場、国籍といった多様な要素が混ざり合うこ
とは、ときに戸惑いやいさかいを生じさせることもあるでしょう。しかし、素材それ
ぞれの持ち味を活かしながら味を整えていくことで、単独では出せない深い味わいが
生まれる可能性を秘めています。

外国籍の人の増加という変化は、地域のあり方を見つめ直す機会でもあります。多様
な人々が共に暮らす地域だからこそ、お互いを理解し支え合える関係をどのように育
てていけるのか。これからも皆さんとともに、味わい深い地域づくりを考えていきた
いと思います。
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２－２　泉佐野市社会福祉協議会　活動紹介

①団体名 社会福祉法人 泉佐野市社会福祉協議会

②在住外国人の情報

人口（全体）：99,454 人（51,164 世帯）（R7.4 末）

外国人住民数と割合：3,940人（2,957 世帯）、約3.96％

主な出身国・地域：中国、ベトナム、韓国、ネパール、フィリピン、台湾、インドネシア、スリランカ、	

ミャンマー、バングラデシュ、ブラジル等

③多文化共生に関する基本方針

第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画の基本理念

年齢・性別・障害の有無等にかかわらずすべての市民が地域で自分らしくいきいきと暮らせるよ

う、市民一人ひとりがつながり、市民・事業所・社協・市が地域の課題を共有し、解決に向けて

協働するまちづくりをめざします。

泉佐野市社会福祉協議会　職員行動指針

社会福祉協議会は、住民主体を原則とし、地域組織化活動（コミュニティ・オーガニゼーション）

を通じて、誰もが住み慣れた地域で、共に支え合い自分らしく安心して生活できることができる

福祉のまちづくりに取り組みます。

④多文化共生に関する取組の起点

•	 コロナウイルス蔓延により緊急事態宣言が発出。休業要請や外出自粛で収入が減少し、経済

的困窮の相談が多くなった。

•	 社協で行っていた貸付にコロナ特例の緊急小口資金、総合支援資金が創設され相談が急増し

た。

•	 住居確保給付金の支給要件が緩和され、基幹包括支援センター（生活困窮者自立支援機関）

にも相談が急増した。

•	 地域特性から外国人（空港関係の従業員、留学生）の相談が増えた。

「情報が必要な方に行き渡ってないのではないか」「支援策がない方も多い」「同じ国の仲間と

連れ立って来られる方も多い」

といった地域課題を組織内で共有。

⇒日本語教室や交流事業を行っているNPO法人泉佐野地球交流協会（ica）から、外国人向

け相談会に相談員を出してもらえないか、との相談を受ける。

⑤活動内容

生活相談（多言語対応）：

•	 2020年６月：外国人向け相談会への協力（主催：ica・大阪国際交流財団（OFIX）→翌年

度からは ica と泉佐野市社協の共催で毎年1回開催）

•	 2020年 7月～ 12月：外国人のための情報交換の集いを開催（協力：ica・泉佐野市）

•	 2021年度～：外国人相談会＋食料配布（ica と共催、協力：青年会議所、フードバンク実

施団体他）

•	 2023年 5月～ 2024年 3月：インターナショナルエクスチェンジ（交流会）を開催。前

年度の活動を発展させ、交流会＋食料配布を実施。（共催：泉佐野電力、ica。協力：きたな

かマルシェ（農業従事者のグループ））。2024年 3月をもって終了。

•	 市から受託している「妊娠届の受理」業務において、外国人の妊婦の割合が増加傾向にある。

それを契機として、在留資格や、やさしい日本語の研修会を、市内関係機関むけに企画・実施。

•	 交流イベント：インターナショナルエクスチェンジ（上述）、子どもの国際交流（ica 主催、

社協が参加）、ボッチャ大会（社協主催、ica チームが参加）

•	 地域住民への啓発活動：OFIX と共催、協力：やさしい日本語推進協議会いずみさの、泉佐野

市自治振興課）

•	 その他：ウクライナ支援じゃがいもプロジェクト	

福祉関係者を対象とした在留資格等に関する研修の実施
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⑥人員体制

担当部署：基幹包括グループ（基幹包括支援センターいずみさの）総務グループ（ボランティアセンター）

※多文化共生担当は置いておらず、生活困窮・子育て・ボランティアセンター等、各種事業の対象者に

外国人もいる、というスタンス。2020年以降行ってきた相談会は生活困窮者自立支援事業やコロナ特

例貸付のフォローアップ事業として位置づけ。

多文化共生分野の活動歴：5年

⑦予算確保

•	 受託相談事業（上述の体制の考え方に基づく。生活困窮者自立支援事業、利用者支援事業、

コロナ特例貸付フォローアップ事業等。）

•	 共催団体との按分　等

⑧主な連携団体

•	 泉佐野地球交流協会（ica）

•	 大阪府国際交流財団（OFIX）

•	 泉佐野市自治振興課（国際交流員）他

•	 泉佐野電力・きたなかマルシェ

•	 泉佐野青年会議所

•	 ボランティアグループ「やさしい日本語推進協議会いずみさの（やさ推）」

•	 フードバンク実施団体　等

⑨成果

地域特性やニーズから新たな事業を生むことができた。

「社協がこんなこともやってくれるんだ」という認知が広がり、つながりのある団体が増えた。

最初は、職員が外国人の対応に困惑することもあったが、外国人だから特別ということではなく、

丁寧に話を聞いて専門家につなぐということをすれば、一定の対応ができるということが分かっ

た。

⑩担当者の悩み

「国際交流」「多文化共生」というと「他団体の所管」と捉えられがちである。

「外国人だから支援する」というだけでは福祉分野での合意形成が難しい。

外国人でも色々な能力・課題のある方がおられるので、「外国人だから」ではなく、「日本語が通

じにくい」「資源にアクセスできない」という福祉的課題（社会的障壁）を抱えている住民である

と捉え、地域共生の視点を強調しながら取り組む必要がある。

⑪活動上の課題・ニーズ

•	 受託事業（法定の相談支援事業）での支援については、在留資格等の法制度の壁が存在する。

•	 多文化共生を専門にしているわけではないので、制度理解や文化理解については属人的になっ

ている。相談支援業務においても、ICT ツール利用ありきで、多言語対応ができる人材を組織

としては置いていない。

•	 外国人住民と社協が直接、継続的にかかわる機会が少ない。
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⑫今後の方向性や希望

1.	 多様な団体との協働により「支える・支えられる」の関係性を固定しない地域づくりに取り

組む。国際空港のある市として、多様な施策や事業が様々な団体で行われているので、ネッ

トワークでとりくむ。

2.	 地域福祉計画と地域福祉活動計画における議論をはじめとした、地域関係者における課題認

識の共有をすすめる。

3.	 日本語を母語としない人のなかでも、英語圏でない方が増えているため、「やさしい日本語」

の推進に取り組む。

⑬資料・参考リンク

•	 泉佐野市社会福祉協議会	

https://izumisanoshakyo.or.jp/	
	

•	 NORMA社協情報2022年 8月号「発信！地域で取り組む生活困窮者支援（第4回）」	

https://www.zcwvc.net/wp/wp-content/uploads/2022/11/NORMA359_8%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf



51



52



53



54



55

コラム

「多文化共生」の真意を伝えるために

武庫川女子大学心理・社会福祉学部／ 
NPO 法人多言語センター FACIL 

吉富　志津代

阪神・淡路大震災で誰もが同じ「被災者」になり、共に復興に向かう被災者の多様性
に気づかされ「多文化共生」という言葉が広がりました。その言葉の真意は、外国人
も含めて誰も排除されず人権が守られた民主的な社会をめざすものです。「人権」とい
う言葉を使わずわかりやすく柔らかく楽しそうに表現した言葉なので、広がりやすかっ
たのだと思います。

私が「多文化ソーシャルワーク」という言葉を初めて聞いたのは、2010 年ごろ、多
文化共生関連のフォーラムで石河久美子先生（日本福祉大学：当時）とご一緒したと
きでした。お話をする中でこの言葉と意義を聞いて、社会福祉分野にこういう活動を
してくれる人がいるということに感銘を受け、社会に根付いていくのだと期待をした
のでした。

ところが、これまで多文化共生分野での大学教員だった私が、縁があって社会福祉分
野の教員として勤めることになり社会福祉の研修を受講した 2021 年に、その研修で外
国ルーツの住民の事例がまったく触れられなかったことに愕然としました。多文化共
生分野で活動をする人たちにとって、社会福祉の知識がどれほど大切かは周知されて
いるのに、社会福祉分野にはまだまだ外国ルーツの住民への視点がなく広がっていな
いという現実を知り、具体的な動きが求められると強く思いました。

2020 年から始まったコロナ禍で新型コロナウイルス特例貸付制度の対象に外国人も
含まれ、その申請受付窓口が社会福祉協議会（社協）になったことで、社協が地域の
外国ルーツの住民のことにようやく気付き始めたのでした。全国的にも同様の状況が
あり、私自身もこれを好機と捉えて、大阪府国際交流財団へのアドバイスをする会議や、
移民政策学会の社会連携セッションでもテーマとして取り上げるなど、あらゆる機会
に発信をしました。そのタイミングで始まった PHD 協会の活動に関わることになって、
このテーマにぜひ取り組んでほしいという思いを伝えていたことで、三田市国際交流
協会の思いとも合致して始まった活動が広がっていくことがとても嬉しいです。

この動きを一時的なブームとするのではなく、安定的な活動としてしっかりと継続さ
れていくよう、今後に大いに期待をしています。「人権」に基づく「多文化共生」とい
う言葉が、マジョリティ側からマイノリティへの同化を強いる言葉に成り下がらない
ように、今こそ社会福祉分野との連携をすることにより、きちんと伝えていかなけれ
ばならないと思います。
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３. 提言

「多文化共生社会における地域福祉の推進に向けた提言」

タブコラチーム 
（公益財団法人 PHD 協会、 

特定非営利活動法人エフエムわいわい、 
武庫川女子大学　吉富　志津代）

はじめに（背景・目的）

近年、外国人住民は増加傾向である。2025 年末の在留外国人数は全国で約 412 万人、兵庫県内では約

15 万人である。都市部のみならず郡部でも増加しており、外国人住民が地域社会の一員として暮らすこと

がより日常的なものとなっている。一方で、生活課題や福祉ニーズは複雑化・重層化しており、従来の制

度や分野の枠組みだけでは十分に対応しきれない場面も増えている。

こうした状況を踏まえ、タブコラチームでは 2021 年度から社会福祉協議会との連携に取り組んできた。

2025 年度には、兵庫県内の社会福祉協議会、多文化共生推進に取り組む NGO、研究者が参画し、「社会福

祉×多文化共生」をテーマとした勉強会（全５回）および福祉×多文化共生フォーラム「多文化共生社会

における福祉の役割～支援から参加、活躍へ～」を開催した。

本提言は、タブコラチームの約 4 年間の取組と、勉強会およびフォーラムで共有された実践報告や議論

をもとに、多文化共生社会における地域福祉のあり方について、関係機関・関係者に向けた実践につなが

る指針として取りまとめたものである。
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提言

提言１　外国人を地域住民として捉える

外国籍という属性で切り分けるのではなく、地域で共に暮らす「その人」「その家族」として捉える視点

が重要である。外国人住民も地域社会を構成する一員であり、地域福祉の対象として位置付けていくこと

が求められる。その前提に立ち、制度や支援の枠組みにおいて、排除されることなく包摂される環境づく

りが求められる。

提言２　福祉分野と多文化共生分野の連携を促進する

外国人住民の抱える課題は、在留資格や言語など特有の課題に加え、子ども、高齢者、障害、生活困窮など、

日本人住民と共通する課題が複合的に重なり合っている。そのため、一つの分野や組織のみでの対応には

限界がある。社会福祉協議会をはじめとした福祉分野の関係機関が、多文化共生分野の NPO や国際交流

協会等と、それぞれの専門性や強みを生かしながら連携することが求められる。

【事例】

•	 三田市社会福祉協議会と三田市国際交流協会による組織的な連携 

　「さんだ多文化ふくふくネットワーク会議」を通じた継続的な協働 

　連携が属人的にならないよう、複数の社協職員が関与する体制づくり

•	 丹波市における、外国人住民の医療アクセス改善のための多機関ネットワークの構築 

　丹波市、丹波市社会福祉協議会、丹波市国際交流協会によるネットワーク会議の開催 

　市内の診療所 2 か所への医療通訳システムの導入

提言３　支援から参加、活躍へつながる地域づくりを進める

外国人住民を「支援される側」にとどめず、地域活動の担い手として参加し、活躍する機会を意識的に生

み出していくことが重要である。こうした関わりは、外国人住民の孤立防止につながるだけでなく、多様

な視点や経験が地域にもたらされることで、新たなつながりや活動が生まれ、地域全体の活力や包摂力を

高めることにもつながる。

【事例】

•	 川西市社会福祉協議会による外国人住民の参加・活躍の場づくり

　　　多文化交流フェスティバルへの外国人ボランティアグループの参画

　　　外国人住民との料理を通じた交流イベントの開催
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４. 執筆者・編者プロフィール

＜執筆者＞

大村 和也（おおむら かずや）
三田市社会福祉協議会 総合相談支援センター課長
2000 年 4 月入職。以降、ボランティア・地域活動支援、地域包括支援センター、介護サービス部門、総務、
総合相談体制づくりを担当し、「自分らしく安心して暮らす共生の地域づくり」を地域住民の皆さまととも
に、取り組み中。

長谷部 治（はせべ おさむ）
神戸市社会福祉協議会 地域支援部 課長
岐阜県関市出身。大学時代に阪神・淡路大震災を契機に ボランティアとして神戸へ来たことをきっかけに
社会福祉協議会に入職。以降 30 年間、福祉教育・ボランティア学習やボランティアセンターの担当。現在
は地域福祉ネットワーカーとして『ひとりの人を救う経験を社会の仕組みに』をスローガンに活動中。

濵田 真帆（はまだ まほ）
川西市社会福祉協議会 地域福祉チーム 地域福祉担当 兼 生活支援コーディネーター
2021 年に川西市社会福祉協議会へ入職。地区担当として住民主体の地域福祉活動支援を担当。学生時代に、
インターナショナルバディ制度を使い、外国人学生との文化交流や言語学習を経験し、社協でも言語パー
トナーマッチングを始める。外国人も地域で活躍でき、安心して暮らせるまちづくりを目指して多文化共
生事業に取り組み中。

福本 良忠（ふくもと よしただ）
兵庫県社会福祉協議会 地域福祉部長
2002 年入職。地域福祉、施設福祉、経理総務、権利擁護に係る部署を経て、2022 年より現職。地域共生社
会の実現に向け、県内社会福祉協議会を総合的に支援するとともに、県域の団体・ネットワークとの連携
に努めている。

森 真美（もり まみ）
川西市社会福祉協議会 地域福祉チーム主査 地域福祉担当 兼 生活支援コーディネーター　
2008 年、川西市社会福祉協議会へ入職、日常生活自立支援事業、養護老人ホーム、成年後見支援センター
等を担当。滞日外国人ソーシャルワーク研修を受講した後、コロナ特例貸付をきっかけに多文化共生に取
り組む。現在、外国人やひきこもりの方も含めた住民主体の地域づくりに取り組んでいる。

吉富 志津代（よしとみ しづよ）
武庫川女子大学心理・社会福祉学部教授、国際センター長
南米の領事館秘書を経て、1995 年の阪神・淡路大震災後は多言語環境の促進、外国ルーツの青少年育成を
切り口に市民団体を設立。外国人自助組織の自立支援活動にも従事し、これらを主な研究テーマとする。
その他、NPO 法人多言語センター FACIL 特別顧問など。

※五十音順。所属団体・役職等はすべて 2026 年 3 月時点のもの。
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＜編者＞

坂西 卓郎（さかにし たくろう）
公益財団法人 PHD 協会 常務理事、事務局長
阪神淡路大震災で被災し、ボランティア活動を開始。2010 年に国際協力 NGO である PHD 協会に入職。
2020 年に国際協力・交流シェアハウス「みんなのいえ」を設立。その後、居住支援法人、登録支援機関な
どの認可を受け、難民や困窮外国人への居住支援、就労支援などを行う。

中村 朱里（なかむら あかり）
公益財団法人 PHD 協会 総務・ファンドレイジング担当
国内外での NPO・NGO 勤務を経て、2019 年に PHD 協会に入職。総務およびファンドレイジング業務に
従事する傍ら、多文化共生事業にも携わる。事業を通じて出会った考え方「外国人にとって住みやすいま
ちは、すべての人にとって住みやすいまち」の実現に向け、日々取り組んでいる。
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